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各 都 道 府 県 知 事 
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受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長  
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水泳等の事故防止について（通知） 

 

 

 標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところでありますが、海や河川に

おける水難事故及びプールでの水泳事故等により依然として多くの犠牲者が出ております（別

添１、２参照）。 

 ついては、今夏における水泳等の事故防止のため、関係機関・団体と密接な協力の下、下記

事項及び「プールの安全標準指針」（平成１９年３月文部科学省・国土交通省策定）（別添３）

を参考として、地域の実情に即した適切な措置を徹底するとともに、衛生管理についても十分

御配意願います。 

 また、プールの利用が増加する夏季を前に、所管のプールの施設・設備について、安全点検

及び確認を徹底していただきますようお願いします。仮に、施設・設備に不備があることが判

明した場合には、安全確保のための措置が講じられるまでの間は、当該プールの使用を中止す

るようお願いします。 

 これらの事故防止のための安全確保が図られるよう、都道府県・指定都市及び都道府県教育

委員会におかれては、関連する部局・課に周知の上、必要に応じて連携するとともに、都道府

県及び都道府県教育委員会におかれては、市区町村及び市区町村教育委員会に通知する際に、

市区町村の関連各課にも周知を徹底するよう御配意願います。 

 なお、学校における対応については、上記対応に併せて、別紙「学校における児童生徒等に

対する水泳指導等について」にも留意願います。このことについて、都道府県・指定都市教育

委員会教育長におかれては、所管の学校及び市区町村教育委員会に対して、都道府県知事にお

かれては、所轄の学校法人及び学校設置会社に対して、株式会社立学校を認定した地方公共団

体の長におかれては、認可した学校に対して周知されるようお取り計らい願います。 

 

 

 



 
    記 

 

１．プールの施設面、管理・運営面について 

（１）プールの利用期間前に、排（環）水口の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及び固定されて

いない場合は、早急にネジ・ボルト等で固定するなどの改善を図るほか、排（環）水口の吸い込み

防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、いたずらなどで簡単に取り外しができ

ない構造とすること。また、屋内プールにあっては、吊り天井の脱落防止のための点検を行う等の

安全対策を講ずること。 

 

（２）プールを安全に利用できるよう、救命具の設置や、プールサイド等での事故防止対策を行うとと

もに、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整えること。 

   監視員については、プール全体がくまなく監視できるよう十分な数を配置し、救護員についても、

緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保すること。 

  【参考】スポーツ庁「学校における水泳事故防止必携［2018 年改訂版］」 

      https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf 

      消費者庁「幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために」 

      https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/ 

 

（３）プール施設の管理は利用者の命を守る重要な任務であることを踏まえ、安全管理に携わる全ての

従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事故発生等緊急時の措置と救護等

に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うこと。 

   また、使用期間中に新たに雇用した従事者に対しても、就業前に同様の教育、訓練を行うこと。 

 

２．その他の留意事項について 

（１）集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が周知される

ようにすること。また、班の編成に当たっては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の人数

に編成すること。 

 

（２）海、河川、用水路、湖沼池、プールなどの水難事故発生のおそれのある場所については、必要

に応じて防護柵、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指導の周知など、市

町村、警察署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検等を行い、事故防止のため

万全の安全確保措置を講ずること。 

   なお、幼児の水難事故も多く発生しているので、前記の事故防止措置については、幼児の行動に

も配慮した万全のものとするとともに、保護者が監督を怠ることがないように、広報等によってこ

の趣旨の周知を図ること。 

  【参考】海上保安庁「ウォーターセーフティガイド」 

   https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/ 

公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団「水辺の安全学習アプリ」 

https://mizube-anzen.jp/ 

 

 

 

 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/
https://mizube-anzen.jp/


 
 

（３）水泳場を利用する場合、その選定に当たっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、

油、工場廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に調査して

適切な場所を選定すること。また、水泳区域標識、監視所、救命用具など事故防止のための施設・

設備等を確認するとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。 

 

 

 

スポーツ庁                     電話：03－5253－4111（代表） 

 

 健康スポーツ課 

 

 

［学校体育担当］ 

 政策課企画調整室 

 

 

［学校運動部活動担当］ 

 地域スポーツ課学校運動部活動係 

 

  

［学校プール施設・社会体育施設担当］ 

 参事官（地域振興担当）付施設企画係 

 

 

 担当：藤谷、永山

    

 

 担当：岸、児玉  

  

 

 

担当：林、行武 

 

 

 

担当：井上 

（内線：2998） 

kensport@mext.go.jp 

 

（内線：2674） 

skikaku@mext.go.jp 

 

 

（内線：3953） 

tiikisport@mext.go.jp 

 

 

（内線：3773） 

stiiki@mext.go.jp 

 

 



（別紙） 

学校における児童生徒等に対する水泳指導等について 

 

 

１.学校における水泳指導に際しては、児童生徒の安全管理、安全指導を徹底すること。その際、以下の

資料等も参考とすること。 

①「学校における水泳事故防止必携（２０１８年改訂版）」 

（平成３０年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf 

②「水泳指導の手引（三訂版）」 

（平成２６年３月文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm 

③「学校における体育活動中の事故防止のための映像資料」 

（平成２６年３月文部科学省） 

https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX 

④「水泳の事故防止～プールへの飛び込み事故を中心に～」 

（平成２８年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA 

 

(1) 飛び込みによるスタート時に、深く入水し、水底に頭部を打ちつけて死亡に至る等の重大事故が

起きている中、事故防止の観点からも、学習指導要領及び同解説においては、「小・中学校及び高等

学校入学年次の授業では、飛び込みによるスタート指導は行わず、水中からのスタートを指導する

こと」、「高等学校の入学年次の次の年次以降においても、原則として水中からのスタートを取り扱

うこと」としており、各学校においては、学習指導要領を踏まえ、安全面に十分に配慮した指導を

行うこと。 
なお、高等学校学習指導要領において「入学年次の次の年次以降は、安全を十分に確保した上で、

学校や生徒の実態に応じて段階的な指導を行うことができること」としていることから、高等学校

の入学年次の次年以降及び水泳部の活動で飛び込みによるスタートを行う際は、飛び込みによるス

タートが安全に行えるプールであること、安全に指導できる教師又は外部指導者が立ち会い、直接

指導すること、生徒の体力や技能の程度を踏まえた段階的な指導を行うことと

いった、適切な安全対策を確実に講じること。その際、適宜、公益財団法人日本

水泳連盟が策定した「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート台の

高 さ に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 （ https://swim.or.jp 

/assets/files/pdf/pages/about/index/g_02_2.pdf）も参考に、安全な指導を行

うこと。 

 
【令和４年度の災害共済給付の重大事故の例】 

【令和３年度の災害共済給付の重大事故の例】 

学校種 授業・部活動の別 事故の状況 

高 学校行事 
水泳大会中、ウォーミングアップの際に、水深１ｍ１０ｃｍのサブプー

ルに鋭角に飛び込み、プールの底に頭を打ち、頸を痛めた。 

中 体育的部活動 
水泳部の活動で、飛び込み台から飛び込み練習を行い、水底で前頭部を

打った。顧問がプールサイドから引き上げた際、生徒が、しびれがあり

下半身の感覚がない、声を出すのも厳しい等の訴えがあった。 

中 体育的部活動 
水泳部の活動で、飛び込みの練習をしていたところ、飛び込んで着水す

るまでの意識はあったが、その後、気づいたら水の中だった。プールの

中で意識は戻ったが、体を動かすことができないことに気づいた。 

中 体育的部活動 
水泳部の活動で、スタート台からの飛び込み練習の際、プールの底で頭

部を強打し、意識はあるが感覚を失った状態で浮いてきた。 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX
https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA


【参考：危険なスタート】                       動画「スタートの段階指導」

 
「学校体育実技指導資料 第４集 水泳の指導の手引き（三訂版）」 
（平成２６年３月文部科学省）抜粋 

 

(2) プールに浮かべて使用する浮島は、学習指導要領においては使用を想定していないが、浮島の下

に児童生徒が覆われると、大きい浮島に吸引されて水面に上がれなくなる可能性があるため、浮島

を使用する場合は、「消費者安全法第２３条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書（水上設

置遊具による溺水事故）」（https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/ 

assets/report_018_200619_0002.pdf）を参考に、監視等の十分な注意を払うとともに、児童生徒の

安全を確保できない場合は、浮島の使用は控えること。 

 
(3) 監視体制が十分でなかったことを要因として児童が死亡した事例、一定の技能を身に付けている

児童生徒がスタート時の重大事故に遭った事例、入水の際、無理な息こらえや必要以上に深呼吸を

繰り返し行わせたことなどによる重大事故事例も報告されているので十分注意すること。 

特に小学校低学年においては、水に十分に慣れていない児童もいることから、安全な水遊びの授

業が行われるよう、十分な監視及び指導体制の確保と緊急時への備えが行われるようにすること。 

 
２．児童生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあるので、学校において

は、体の調子を確かめてから泳ぐ、プールなどの水泳場での注意事項を守って泳ぐなどといった水泳

の事故防止に関する心得を十分指導し、ＰＴＡなどを通じて家庭にも指導の趣旨を周知するよう配慮

すること。その際、以下の資料等も参考とすること。 

① e-learningコンテンツ「守ろう！いのち 学び合おう！水辺の安全」 

（公益財団法人日本ライフセービング協会） 

https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/ 

②「水辺の安全ガイド」 

（公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団「水辺の安全学習アプリ」） 

https://mizube-anzen.jp/ 

 

３．児童生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の熟練者と同行

するよう指導するとともに、事前に行き先、帰宅の予定日時、同行者等を家庭に知らせること。 

 

４．児童生徒の発達段階に応じて、海水浴・水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できるよう

学校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。 

 

５．幼稚園等については、本通知のほか、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応

のためのガイドライン【事故防止のための取組み】」（平成２８年３月 https://www8.cao.go.jp/ 

shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/guideline1.pdf）や、「教育・保育施設等におけるプ

ール活動・水遊びに関する実態調査」（平成３０年４月２４日 消費者安全調査委員会 https:// 

www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001.pdf）も踏

まえ、一層の安全対策に取り組むこと。 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/
https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/
https://mizube-anzen.jp/
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/guideline1.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/guideline1.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/guideline1.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/guideline1.pdf


飛び込みによるスタート時に、深く
入水し、水底に頭部を打ちつける重大
事故が起きています。

高等学校の入学年次の次年以降及び水泳部の活動で飛び
込みによるスタートを行う際は、飛び込みによるスタート
が安全に行えるプールであること、安全に指導できる教師
又は外部指導者が立ち会い、直接指導すること、生徒の体
力や技能の程度を踏まえた段階的な指導を行うことといっ
た、適切な安全対策を確実に講じることが必要です。

① 飛び込みによるスタート時の重大事故

水泳の飛び込み事故の防止について

②適切な安全対策

飛び込み事故の防止には、正しいスタート技術の習得と
その教育が重要です。公益財団法人日本水泳連盟が策定し
た「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート
の高さに関するガイドライン」も参考にして、安全な指導
をお願いします。

③ 正しいスタート技術の習得

お問い合わせ：
スポーツ庁健康スポーツ課
03-5253-4111（内線：2998）

学校種 事故の状況

中学校
水泳部の活動で、飛び込み台から飛び込み練習を行い、水底で前頭部

を打った。顧問がプールサイドから引き上げた際、生徒が、しびれがあ
り下半身の感覚がない、声を出すのも厳しい等の訴えがあった。

中学校
水泳部の活動で、飛び込みの練習をしていたところ、飛び込んで着水

するまでの意識はあったが、その後、気づいたら水の中だった。プール
の中で意識は戻ったが、体を動かすことができないことに気づいた。

中学校
水泳部の活動で、スタート台からの飛び込み練習の際、プールの底で

頭部を強打し、意識はあるが感覚を失った状態で浮いてきた。

※「スタートの段階指導」および「プール水深とスター
トの高さに関するガイドライン」（https://swim.or.jp 
/assets/files/pdf/pages/about/index/g_02_2.pdf）

動画「スタートの段階指導」

【重大事故の例】



水泳

水遊び

魚とり・釣り

作業中

通行中

その他

子供

未就学児童

小学生

中学生

　

　

　　 65歳以上の者

不明

令和４年夏期 638人　(120) 人数 構成比 人数 構成比

別　添　１

令和4年夏期（７～８月）における水泳等の事故
警察庁生活安全局生活安全企画課『令和4年夏期における水難の概況』参照

※（　）内は中学生以下の子供で内数

【表１】　水難者数 【表２】　場所別死者・行方不明者

水難者数 令和４年夏期 令和３年夏期

44.3'%令和３年夏期 565人　(110) 海 113(5) 49.6'% 94(4)

河川 88(4) 38.6'% 87(9) 41.0'%

湖沼池 9(0) 3.9'% 13(2) 6.1'%

用水路 15(0) 6.6'% 16(1) 7.5'%

プール 1(0) 0.4'% 2(0) 0.9'%

その他 2(0) 0.9'% 0(0) 0.0'%

計 228(9) 212(16)

25(1) 11.0'% 23(4) 10.8%

29(7) 12.7'% 31(6) 14.6%

【表３】　行為別死者・行方不明者

令和４年夏期 令和３年夏期

人数 構成比 人数 構成比

4(0) 1.8% 11(1) 5.2%

101(0) 44.3% 94(5) 44.3%

56(1) 24.6% 49(0) 23.1%

13(0) 5.7% 4(0) 1.9%

1.4%

水難救助活動 8(0) 3.5% 5(0) 2.4%

陸上における遊戯・スポーツ中 2(0) 0.9'% 0(0) 0.0%

ボート遊び 4(0) 1.8'% 3(0)

シュノーケリング 13(0) 5.7% 10(1) 4.7%

スキューバダイビング 3(0) 1.3% 3(0) 1.4%

サーフィン 4(0) 1.8% 4(0) 1.9%

その他 5(0) 2.2% 12(0) 5.7%

【表４】　年齢層別死者・行方不明者

令和４年夏期 令和３年夏期

人数 構成比 人数 構成比

不明 62(0) 27.2% 57(4) 26.9%

合計 228(9) 212(16)

6 2.6% 10 4.7%

2 0.9% 3 1.4%

9 3.9% 16 7.5%

1 0.4% 3 1.4%

高校生又はこれに
相当する年齢の者

7 3.1% 8 3.8%

高校卒業以上に相当する
年齢以上65歳未満の者

97 42.5% 82 38.7%

　合　計 228 212

107 46.9% 100 47.2%

8 3.5% 6 2.8%
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○水泳・水泳指導中の事故等による死亡見舞金の支給件数

学校種 平成30年度
平成31年度
令和元年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度 総　計

小学校 1 0 0 0 0 1

中学校 1 0 0 0 0 1

高等学校 0 0 0 1 2 3

総　計 2 0 0 1 2 5

※学校種は発生校種

学校種 平成30年度
平成31年度
令和元年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度 総　計

小学校 0 1 3 0 0 4

中学校 2 0 1 4 0 7

高等学校 3 1 2 0 1 7

総　計 5 2 6 4 1 18

※学校種は発生校種

独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施している災害共済給付制度において
スポーツ事故（水泳・水泳指導中）に係る死亡見舞金・障害見舞金を支給した件数

※令和４年度は速報値

※令和４年度は速報値
○水泳・水泳指導中の事故等による障害見舞金
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